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不
法
投
棄
は
許
し
ま
せ
ん
！

不
法
投
棄
は
許
し
ま
せ
ん
！

【
不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
】

　
毎
年
、
多
く
の
不
法
投
棄
が
発
生

し
て
い
ま
す
。

　
不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
は
、
一
般

家
庭
か
ら
出
さ
れ
た
ご
み
や
処
分
す

る
た
め
に
費
用
が
伴
う
家
電
リ
サ
イ

ク
ル
対
象
商
品
（
テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ

ン
、
洗
濯
機・衣
類
乾
燥
機
、
冷
蔵
庫・

冷
凍
庫
）
な
ど
で
、
悪
質
な
事
案
が

目
立
ち
ま
す
。

　
不
法
投
棄
を
し
た
者
に
は
、
５
年

以
下
の
懲
役
ま
た
は
１
千
万
円
以
下

の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

【
不
法
投
棄
の
多
い
場
所
】

　
不
法
投
棄
が
多
発
す
る
場
所
と
し

て
は
、
雑
草
が
伸
び
て
し
ま
い
、
管
理

が
行
き
届
い
て
い
な
い
状
態
の
土
地

や
夜
間
人
気
の
な
い
公
園
な
ど
、目
が

届
き
に
く
い
場
所
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

【
土
地
の
所
有
者
に
は

管
理
責
任
が
あ
り
ま
す
】

　
土
地
の
所
有
者
（
管
理
者
）
に
は
、

そ
の
土
地
の
管
理
責
任
を
果
た
す
義

務
が
あ
り
ま
す
。

　
万
が
一
、
不
法
投
棄
を
さ
れ
、
投

棄
者
が
判
明
し
な
い
と
き
は
、
そ
の

土
地
の
所
有
者
（
管
理
者
）
に
投
棄

物
の
撤
去
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
日
頃
か
ら
、「
所
有
す
る
土
地
の
雑

草
が
伸
び
て
い
な
い
か
」
な
ど
き
ち

ん
と
管
理
し
、
不
法
投
棄
を
さ
れ
な

い
よ
う
な
対
策
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
不
法
投
棄
を
な
く
す
に
は
】

　
町
で
は
、
不
法
投
棄
が
多
発
す
る

箇
所
を
重
点
的
に
パ
ト
ロ
ー
ル
し
、

不
法
投
棄
の
防
止
に
努
め
て
き
ま
し

た
が
、
残
念
な
が
ら
解
決
に
は
至
っ

て
い
ま
せ
ん
。

　
不
法
投
棄
の
根
絶
に
は
、
地
域
ぐ

る
み
で
監
視
の
目
を
光
ら
せ
る
こ
と

が
効
果
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
地
域
の
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
不
法
投
棄
を
見
つ
け
た
ら
】

　
不
法
投
棄
を
し
て
い
る
現
場
を
見

つ
け
た
ら
、
１
１
０
番
通
報
を
す
る

か
、
次
の
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
ま
で
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

   
０
１
２
０
‐
５
３
‐
６
３
８
０

（
い
つ
も
み
ん
な
で
む
ら
な
く
み
は
れ
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
生
活
環
境
Ｇ

　
☎

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）　
　

不法投棄された現場

不法投棄件数
（昨年の 4 月から今年の 1 月末まで）

ごみの種類 件　数
産業廃棄物 ３

家電等 ５

その他ごみ ８

合　計 16

小
型
家
電
製
品
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

小
型
家
電
製
品
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
携
帯
電
話
や
ゲ
ー
ム
機
な
ど
の

小
型
家
電
製
品
は
、
貴
金
属
や
レ
ア

メ
タ
ル
を
多
く
含
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
、
都
市
鉱
山
と
呼
ば
れ
、
近
年
注

目
を
集
め
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
取
り
組

み
と
し
て
、
回
収
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置

し
、
使
用
済
み
小
型
家
電
を
資
源
物

と
し
て
回
収
し
て
い
ま
す
。回
収
し
た

小
型
家
電
は
再
資
源
化
さ
れ
、
貴
金

属
や
レ
ア
メ
タ
ル
は
再
び
家
電
な
ど

の
原
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
す
。

　
ご
み
の
減
量
化
を
進
め
る
と
と
も

に
、
限
り
あ
る
資
源
を
有
効
に
活
用

す
る
た
め
、
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

○
回
収
ボ
ッ
ク
ス
設
置
施
設

・
役
場

・
中
央
公
民
館

・
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

○
回
収
方
法

　
町
の
公
共
施
設
に
設
置
し
た
「
使

用
済
み
小
型
家
電
回
収
ボ
ッ
ク

ス
」
に
、
対
象
製
品
を
直
接
入
れ

て
く
だ
さ
い
。

○
回
収
品
目

　
携
帯
電
話
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
、
デ

ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
リ
モ
コ
ン
、
電

卓
、
Ａ
Ｃ
ア
ダ
プ
タ
ー
、
デ
ジ
タ

ル
オ
ー
デ
ィ
オ
プ
レ
イ
ヤ
ー
、

カ
ー
ナ
ビ
、
携
帯
ゲ
ー
ム
機
、
電

子
手
帳
、
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
、
タ

ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
卓
上
型
ゲ
ー
ム

機
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ
、
（
Ｕ

Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
・
メ
モ
リ
ー
カ
ー
ド

等
）
、
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
ド
ラ
イ

ブ
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
ユ
ニ
ッ
ト

※
回
収
ボ
ッ
ク
ス
の
投
入
口
（
15
㎝

×
30
㎝
）
に
入
る
物
に
限
る
。

○
注
意
点

・
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
も
の
は
、

あ
ら
か
じ
め
デ
ー
タ
を
消
去
し
て

く
だ
さ
い
。

・
回
収
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
は
、

従
来
ど
お
り
の
方
法
で
廃
棄
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
担
当
者
か
ら
の
お
願
い

　
使
用
済
み
小
型
家
電
を
町
が
回
収

す
る
こ
と
に
よ
り
、
認
定
事
業
者

へ
確
実
に
引
き
渡
し
、
再
資
源
化

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
無
許
可

の
回
収
業
者
に
は
、
絶
対
に
引
き

渡
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
公
害
、

不
法
投
棄
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
生
活
安
全
課
　
生
活
環
境
Ｇ

　
☎

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）


